
 

 

政治団体各種届出様式記載例 

(1) 設 立 届（法第６条） 

ア 政治団体は，政治団体を組織した日又は政治団体となった日から７日以内に設立

届を郵便等によることなく持参して，県選挙管理委員会に提出してください。 

イ 設立届の際の提出文書は次のとおりです。 

ウ 設立に係る当該政治団体の名称は，すでに告示された政党又は政治資金団体の名

称及びこれらに類似する名称以外の名称でなければなりません。 

エ 届出前は，政治活動（選挙運動を含む。）のために，寄附を受け，又は支出する

ことは禁止されており，これに違反すると罰則の適用があります。 

(ｱ) 設立届出書（法第６条第１項，令第４条，規則第１条） 

 
〈注意〉 ⚫ 代表者と会計責任者を兼務することは差し支えありませんが，会計責任者と会

計責任者の職務代行者を兼務することはできません。 

 ⚫ 団体名は別として，代表者，会計責任者及び会計責任者の職務代行者欄の氏名

は戸籍名で届け出てください。通称名やペンネームで届け出ることはできませ

ん。 
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(ｲ) 政党，政治資金団体又はその他の政治団体の綱領，党則，規約その他これら

に相当するもの。（法第６条第２項，令第５条第１号） 
 

○ ○ 会 規 約（例） 

第１条（名称・所在地） 

本会は，○○会と称し，主たる事務所を○○市におく。 

第２条（目的） 

本会は，県政の発展と県民生活の向上のために尽力している○○○○氏の政治活動を後援

する 

ことを本来の目的とし，あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。 

第３条（事業） 

本会は，前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

１ 講演会，座談会等の開催 

２ 会報等の発刊及び配布 

３ 関係諸団体との連携 

４ その他本会の目的達成のため必要な事業 

第４条（会員） 

本会は，第２条の目的に賛同し，入会申込書を提出した者をもって会員とする。 

第５条（役員） 

本会に次の役員をおく。 

 会 長 １名，副会長 ２名，幹 事 若干名 

 会計責任者 １名，監  事 ２名 

第６条（役員の選出及び任期） 

１ 役員は総会において選出する。 

２ 役員の任期は１年とする。但し，再任を妨げない。 

第７条（会議） 

１ 会長は毎年１回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。 

２ 会長は，必要に応じ役員会を招集する。 

第８条（経費） 

本会の経費は，会費（年額○○○○円），寄附金その他の収入をもって充当する。 

第９条（会計年度及び会計監査） 

１ 本会の会計年度は，毎年１月１日から12月31日までとする。 

２ 会計責任者は，本会の経理につき年１回監事による監査を受け，その監査意見書を

付 

して総会に報告する。  

第１０条（規約の改廃） 

本規約の改廃は，総会において決定する。 

第１１条（補則） 

本規約に定めなき事項については，役員会で決定する。 

附 則 

本規約は，令和○○年○月○○日より実施する。 

 ↓ 

〈注意〉設立届の中の「組織年月日」及び各役員の「選任年月日」と 

原則として一致することになります。 



 

 

(ｳ) 被推薦書（法第６条第２項，令第５条第６号，規則第２条第７号） 

県議会議員若しくは知事又は政令市の議会議員若しくは政令市の長の後援団体

で，課税上の優遇措置の適用を受けようとする場合には，必要です。（なお，国

会議員の後援団体は，被推薦書ではなく，国会議員関係政治団体に該当する旨の

通知が必要です。（P.20参照）） 
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(ｴ) 政党の状況等に関する届 

（法第６条第２項，令第５条第４号及び第８条第３項，規則第１２条第１号） 

政党の支部のみ必要です。 
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(ｵ) 支部証明書 

（法第６条第２項，令第５条第４号及び第８条第３項，規則第１２条第２号） 

政党の支部のみ必要です。 

 

 
 （注）政党の本部が発行したものを添付すること。 
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オ 届出の方法（法第６条第１項） 

郵便等によることなく，文書を持参して届け出てください。 

カ 届出先 

(ｱ) 岡山県の区域において主としてその活動を行う団体 

岡山県選挙管理委員会に 

（法第６条第１項第１号，法第18条，令第５条） 

(ｲ) ２以上の都道府県の区域にわたり，又は岡山県の区域外の地域において，主と

してその活動を行う政治団体で，主たる事務所が岡山県内にあるもの 

岡山県選挙管理委員会を経由して総務大臣に 

（法第６条第１項第２号） 

 

※ 岡山県選挙管理委員会 

（〒700－8570）岡山市北区内山下２－４－６ 

岡山県庁 ９階 

ＴＥＬ（直通）086（226）7273 



 

 

(2) 異 動（法第７条） 

ア 政治団体は，設立の際届け出た事項や添付書類（規約等）の内容に異動が生じた

ときは，異動の日から７日以内に異動に係る事項や新旧の該当添付書類（規約

等）を郵便等によることなく，持参して文書で届け出なければなりません（法第

７条，規則第４条）。 

イ 異動の届出の期限，方法，届出先は設立届と同様（法第７条）です。 

ウ 資金管理団体にあっては，異動事項により資金管理団体届出事項の異動届兼宣誓

書の届出が必要となる場合があります。（P.17参照） 
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(3) 解 散（法第17条，第19条の10） 

ア 政治団体が解散し，又は目的の変更その他の事由により政治団体でなくなったと

きは，その代表者及び会計責任者は，その日から30日以内に，解散届を提出して

ください。（なお，国会議員関係政治団体にあっては，提出期限は解散した日か

ら60日以内になります。） 

イ また，あわせて解散の日現在で，その年における収入及び支出並びに資産等に関

する事項を記載した収支報告書を提出してください。 

この場合，収支報告書の宣誓書には，「会計責任者」と「代表者」の氏名欄があ

りますが，いずれの氏名欄も本人の署名又は記名押印以外の場合は，提出時に本人

確認等が必要となりますので，ご注意ください。 
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(4) 資金管理団体指定届兼宣誓書（法第19条） 

資金管理団体の指定をしたときは，その指定の日から７日以内に指定に係る事項

を文書で届け出なければなりません。 
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(5) 資金管理団体届出事項の異動届兼宣誓書（法第19条） 

資金管理団体に指定された政治団体については，(2)の異動届と同様に指定の際届

け出た事項（公職の種類，資金管理団体の名称，主たる事務所の所在地又は代表者

の氏名のうちいずれか）に異動が生じたときは，異動の日から７日以内に異動に係

る事項を文書で届け出なければなりません。（(2)の異動届の提出も必要です。）
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(6) 資金管理団体指定取消届兼宣誓書（法第19条） 

資金管理団体の指定を取り消したときは，その取り消した日から７日以内に文書で

届け出なければなりません。 
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(7) 資金管理団体でなくなった旨の届兼宣誓書（法第19条） 

資金管理団体の届出をした者が、公職の候補者でなくなったとき、代表者でなくな

ったとき又は死亡したとき、あるいは当該資金管理団体を解散したとき、法第19条第

１項に規定する政治団体でなくなったときは、その届出事由に該当した日から７日以

内に文書で届け出なければなりません。 
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(8) 国会議員関係政治団体に該当する旨の通知（法第19条の８，令第５条第６号） 

国会議員関係政治団体に該当することとなったときは，国会議員に係る公職の候

補者は，当該団体に対して，文書で，所定の届出をする必要がある旨を，遅滞なく，

通知するものとされています。国会議員の後援団体が，課税上の優遇措置の適用を

受けようとする場合には，この通知が必要です。 

なお，公職の種類に異動があった場合の通知については，国会議員関係政治団体

に該当することとなった日付（記載例２行目）は，最初に国会議員関係政治団体に

該当することとなった日付を記入してください。 
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(9) 国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知（法第19条の８） 

国会議員関係政治団体に該当しないこととなったときは，国会議員に係る公職の

候補者は，当該団体に対して，文書で，所定の届出をする必要がある旨を，遅滞な

く，通知するものとされています。 
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(10) 国会議員関係政治団体とみなされた政治団体の届出（法第７条第２項） 

国会議員関係政治団体以外の政治団体（政党及び政治資金団体を除く。）は，各

年中において法第19条の16の３第１項に規定する寄附の金額が1,000万円以上となっ

たときは，当該金額が1,000万円に達することになった寄附に係る法第19条の16の３

第２項の規定による通知を受けた日から７日以内に，届け出なければならないとさ

れています。 
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